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序     文 
 
日本国政府は、インド国政府の要請に基づき、「森林官研修センター研修能力向上プロ

ジェクト」の実施を決定し、独立行政法人国際協力機構が、2009 年 3 月より 5 年間の計画

で同プロジェクトを実施し、2014 年 3 月に終了します。 

今般、終了時半年前にあたり、当機構は、本プロジェクトの実績・進捗状況を確認し、

成果や課題を把握すると共に、JICA 事業評価ガイドライン（改訂版）に基づく評価 5 項目

の観点から本プロジェクトのレビューを行うことを目的として、2013 年 9 月 16 日から 10

月 1 日まで、当機構国際協力専門員羽鳥祐之を団長とする終了時評価調査団を現地に派遣

しました。 

本報告書は、同調査団の調査・協議内容を取りまとめたもので、今後類似のプロジェク

ト実施に活用されることを望むものであります。 

 
平成 26 年 3 月 

 
独立行政法人 国際協力機構 
インド事務所 所長 江島 真也
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プロジェクトの位置図 
 

 
 

 

デリー 
環境森林省（MOEF）所在地 

ウッタラカンド州デラドゥン 
DFE,CASFOS, Dehradun 所在地 



 

略 語 表 

 
（本文中に使用される略称の内、特に重要なものを以下に示す） 

略語 正式名称 和名 
CASFOS Central Academy for State Forest Service  国立森林官研修機関 
DFE Directorate of Forest Education 環境森林省森林教育局 
GIS Geographic Information System 地理情報システム 
ITIP In-service Training Improvement Plan 在職研修改善計画 
JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会 
JFM Joint Forest Management 共同森林管理 
JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 
MOEF Ministry of Environment and Forest 環境森林省 
ODA Official Development Assistance 政府開発援助 
PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マ

トリックス 
PMU Project Management Unit プロジェクト管理ユニット1 
PO Plan of Operations 活動計画 
R/D Record of Discussion 討議議事録 
RT Research and Training 調査・研修（仮訳） 
SFS State Forest Service（仮） 州上級森林官クラス 
TNA Training needs Assessment（仮） 研修ニーズ・アセスメント 
TOT Training of Trainers 指導者研修 
UT Union Territory 連邦直轄領 

 

 

                                                        
1 本書内では、円借款プロジェクトである森林管理能力強化・人材育成事業のプロジェクト管理ユニットを指す。 
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評価調査結果要約表（和文） 
１. 案件の概要 
国名：インド 案件名：森林官研修センター研修実施能力向上プロ

ジェクト 
分野：自然環境保全 援助形態：円借款附帯プロジェクト 
所轄部署：インド事務所 協力金額（評価時点）：173 百万円 
 
 
協力期間 

(R/D)：2009 年 3 月 24 日～2014 年

3 月 23 日 
先方関係機関：環境森林省(MOEF)森林教育局

(DFE)  
 日本側協力機関：農林水産省林野庁 
 他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 
インドの森林被覆率は、20 世紀初頭には 40％であったが、2001 年には 23％に減少し、全世界

平均値である 30％よりも低い数値を示している。森林周辺には、森林資源に依存しつつ生活を営

む貧困住民が居住しているが、こうした森林周辺住民の恣意的な森林資源利用が、森林の荒廃を

招いた原因の 1 つであると認識されている。このため森林管理の重要性に対する住民の認識を促

しつつ森林保全を図り、森林から得られる木材・非木材林産物の効果的な活用による貧困層の生

計向上を支援して、再生可能な森林資源利用を推進する必要がある。そのためには、住民と日常

的に接する州森林局の現場森林官が、森林資源の違法利用者の取締りを中心とした従来の役割と

は異なり、新しい考え方に基づいた森林管理方法を始め、森林セクター全般に係る最新かつ有効

な知識・技術を学び直す必要がある。しかしながら現場森林官は、こうした知識や技術、及び住

民に対する技術普及経験が不足している。環境森林省は、デラドゥンの国立森林官研修機関

（Central Academy for State Forest Service：CASFOS）において州上級森林官である州立森林官研修

機関の教官等に対し研修を実施している。一方、住民と日常的に接する立場にある現場森林官を

対象とした研修は、各州が運営する州立森林官研修機関が行っている。したがって、現場森林官

が新たな役割を担い、業務実施能力を高めるためには、デラドゥンの国立森林官研修機関におい

て各州の指導者・教官となる州上級森林官クラス（SFS）を対象とした研修の改善、州立森林官研

修機関において現場森林官クラスを対象とした研修の改善を行うことが必要となっている。本プ

ロジェクトでは、国立森林官研修機関における研修内容や教授法の改善を含む、研修実施計画及

び研修教材の改良（コンポーネント I）、円借款事業「森林管理能力強化・人材育成事業」により

実施される「マスター・トレーナー育成のための研修」に対する技術的支援・研修のモニタリン

グ支援（コンポーネント II）を主な活動としている。なお、円借款事業では、11 州の州立森林官

研修機関における現場森林官への指導能力向上を実施することとしており、マスター・トレーナ

ーは研修受講後に各州の州立森林官研修機関において現場森林官等への研修を実施することとな

る。 
 
１－２ 協力内容 

(1) プロジェクト目標：インドにおいて政府による林業研修が強化される。 
(2) 上位目標：州上級森林官及び現場森林官（フォレスター及びフォレスト・ガード）の能力
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が強化される。 
(3) アウトプット 

① 国立州上級森林官研修機関（CASFOS）デラドゥン校において、講師研修（TOT）
その他の在職者研修コースが改善される。 

② CASFOS デラドゥン校において、改善された TOT その他の在職者研修コースが実

施される。 
③ CASFOS デラドゥン校において、改訂 TOT 及びその他在職者研修コースのモニタ

リング結果が、改訂コースのさらなる改善に活用される。 
④ 円借款事業「森林管理能力強化・人材育成事業」（以下、「円借款事業」）参加 10

州からのマスター・トレーナーが育成研修を受ける。 
 

（4）投入（評価時点） 
相手国側： 

プロジェクト要員： 管理スタッフ:  3 名 

技術スタッフ:  4 名 

ローカル・コスト 

（2013 年 8 月現在） 

780 万円  

 

日本側 
専門家： 

 

長期専門家：6 名

短期専門家：4 名

 機材供与: 

（2013 年 8 月現在）

 2,000 万円 

研修員受け入れ 計 13 名 現地業務費: 

（2013 年 8 月現在）

3,200 万円  

 

２. 評価調査団の概要 
 調査者 （担当分野、氏名、職位） 

総括 羽鳥 祐之 JICA 国際協力専門員 
森林経営 永目 伊知郎 林野庁海外森林資源情報分析官 

評価分析 廣内 靖世 
（株）国際開発アソシエイツ  
パーマネント・エキスパート 

インド側総括 Dhanajai Mohan 
ウッタラカンド州森林局 主席森林保

護官 
 

調査期間 2013 年 9 月 16 日〜2013 年 10 月 1 日 評価種類： 終了時評価 
３. 評価結果の概要 
３－１ 実績の検証 
  ３－１－１ アウトプットの実績 

<コンポーネント I：CASFOS デラドゥン校の在職者研修の強化> 
(1) アウトプット 1：アウトプット 1 は既に達成された。研修ニーズ・アセスメントに基づ

き、6 つの在職者研修 6 コース（TOT、林業・野生生物における法的イシュー、野生生物

管理、一般リフレッシャー・コース、コミュニティ林業と JFM、人的資源管理）の研修モ

ジュールが改訂された。各改訂コースの自習用リーディング資料の収集・編纂及びコー

ス・ガイドの作成は 2011 年 11 月までに完了した。 

ii
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(2) アウトプット 2：アウトプット 2 はほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達成

される見込みである。改訂された在職研修 6 コースは、環境森林省によって承認された研

修カレンダーに基づき、2011/12 年度から実施されている。 
(3) アウトプット 3：アウトプット 3 はほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達成

される見込みである。研修時のモニタリングの結果に基づき、いくつかの具体的な修正が

行われた。また、事後モニタリングの結果は、改訂コースの改善の材料として検討された。

これらのフィードバックに基づく改訂コースの最終化は、2013 年 10 月までに完了する見

込みである。 
<コンポーネント II：円借款プロジェクト下のマスター・トレーナー研修(MTT)の支援＞ 

(4) アウトプット 4：アウトプット 4 は、実質的に、既に達成された。2012 年 8 月と 9 月に、

CASFOS デラドゥン校において、円借款プロジェクトの参加 11 州からノミネートされた 48
名中、40 名が、同プロジェクトの環境森林省実施の円借款プロジェクトである、「森林管

理能力強化・人材育成事業」における事業管理ユニット（CPMU）によって、マスター・ト

レーナーとして育成された。残りの 8 名については、2014 年 1 月に研修が行われる予定だ

が、この研修はプロジェクトの枠組外で行われる。 
 
３－１－２ プロジェクト目標の実績 
プロジェクト目標はほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達成される見込みである。

(1) コンポーネント I：在職研修 6 コースの改訂モジュールは、2013 年 10 月に最終化され、

2014 年 1 月までに、DEF の公式レターによって、CASFOS 全校（3 校）の「モデル・モジ

ュール」として認定される見込みである。 
(2) コンポーネント II：助言、ロジスティック、モニタリング提供を通し、円借款プロジェク

トのCPMU/環境森林省が行うMTT への支援が計画通り行われた。 
 
３－１－３ 上位目標の達成の可能性 
プロジェクト終了から 3 年以内に、上位目標は達成される見込みである。 
(1) コンポーネント I：2014/15 年度より、CASFOS 全校において、DEF 認定の「モデル・モ

ジュール」を活用した在職研修 6 コースが、定期的に行われる見込みである。 
(2) コンポーネント II：プロジェクト終了から 3 年以内には、「円借款事業」参加 11 州すべ

てにおいて、マスター・トレーナーによる州TOT を受けた各州トレーナーが行う現場森

林官の新人研修が、開始されている見込みである。 
 
３－２ 評価結果の要約 
３－２－１ 妥当性 
プロジェクトの妥当は高い。 

 
 プロジェクトの上位目標及びプロジェクト目標は現在でもインド国及びターゲット・グル

ープ（州上級森林官）のニーズと合致している。また、上位目標はインド国の国家開発計画

及び日本のODA 政策とも整合性がある。日本の技術優位性も確認された。 

iii
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３－２－２ 有効性 
 プロジェクトの有効性は高い。 
 
 プロジェクト目標に向かって着実に進捗している。プロジェクト目標はほぼ達成されてお

り、プロジェクト終了までに、十分に達成される見込みである。また、すべてのアウトプッ

トは、プロジェクト目標の達成に貢献している。 
 
３－２－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は高い。 
 
アウトプットは着実に産出されている。アウトプットはほぼ産出されており、プロジェク

ト終了までに産出される見込みである。日本側・インド側投入は、タイミング、質、量の面

で、総じて適切であり、アウトプットの産出に概ね貢献してきたと考えられる。プロジェク

ト開始（2009 年 3 月）から 2010 年 7 月及び 2013 年 1 月以降現在までの間、プロジェクト・

スタッフであるCASFOS デラドゥン校の教官に欠員があったが、アウトプット産出への影響

は、現有教官陣のハード・ワーク、校長とDFE 局長の支援及び専門家チームの協力により、

最小限に抑えられた。総じて、投入は、アウトプット産出に貢献してきたといえる。 
 
３－２－４ インパクト 
上位目標：上位目標は、プロジェクト終了から 3 年以内に達成される可能性が高い。ただし、

コンポーネント I については、ブルニハット校におけるTOT の外部講師が確保されること、

コンポーネント II については、「円借款事業」の州TOT が計画より大幅に遅れないことが

必要である。なお、プロジェクトの「円借款事業」への協力は、同事業の実施するMTT に

対する技術的助言・ロジ・モニタリングのみであり、コンポーネント II における上位目標達

成への貢献度は限定的である。 
 
その他：既に正のインパクトが現れており、今後も発現すると見込まれる。たとえば、2011/12
年度以降、CASFOS デラドゥン校において、合計 220 名の州上級森林官が改訂コースの研修

に参加した。2012/13 年度は、各コース参加者の 80%以上が、研修後の知識・スキルの向上

度に関する自己評価で 4 段階評価の 3 以上に達したと回答している。2012/13 年度以降、DFE
管轄の他の研修機関〔CASFOS コインバトール校、CASFOS ブルニハット校、及びイースタ

ン・フォレスト・レンジャー・カレッジ（EFRC）〕において、改訂モジュール及びコース・

ガイドを利用した在職者研修が行われおり、2012/13 年度には、合計 151 名の州上級森林官及

び合計 70 名のフォレスト・レンジャーが、改訂コースを受講した。負のインパクトは現れて

おらず、予期されない。 
 
 
３－２－５ 持続性 

全体的にみると大きな懸念はなく、プロジェクトの持続性は確保されると考えられる。 
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制度・組織面では、州上級森林官及び現場森林官の能力向上への政策支援は継続すると思

われる。改訂在職者研修コースが、新人研修コースと両立するかたちで、円滑に実施されて

いくための懸念点としては、CASFOS デラドゥン校の教官陣に欠員があり、現教官に負荷が

かかっていることが挙げられる。プロジェクト終了後の組織戦略は、2013 年 12 月の最終ワ

ークショップで作成され、最終 JCC で発表される予定である。財政面では、インド政府はプ

ロジェクト実施に必要な予算を措置してきており、プロジェクト終了後も関連活動の継続に

必要な予算は確保されると思われる。技術面では、CASFOS デラドゥン校の教官は、通常業

務の一部として在職者研修コースを行っており、研修活動の計画・実施・モニタリングに必

要な技術能力を十分に有している。また、成果品（改訂モジュール、研修生用コース・ガイ

ド、研修時モニタリング様式等）は、研修ニーズ評価やCASFOS 内及び関連機関とのワーク

ショップ・協議を経て作成されており、現地のニーズやレベルに適合していると考えられる。

成果品は、既にCASFOS の他校やEFRC に普及・活用されており、関係者の成果品への評価

を考慮すると、プロジェクト終了後も引き続き活用・普及されると見込まれる。成果品のさ

らなる普及・活用という観点からみると、在職者研修に参加するよう指名された森林官の研

修参加率が低いこと（研修生定員充足率の低さ）が課題である。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
３－３－１ 計画内容に関すること 

特になし 
 

３－３－２ 実施プロセスに関すること 
プロジェクトはCASFOS他校や州森林局等の国内関連機関との連携/協力のもと実施された。

その他、JCC 議長、プロジェクト・ディレクター、プロジェクト・マネージャーのイニシアテ

ィブや、CASFOS デラドゥン校教員の意欲と勤勉さが効果発現に貢献した。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 
３－４－１  計画内容に関すること 

当初のマスター・プランにおいて、上位目標とプロジェクト目標が誤って逆に設定されてい

た。本件は、州上級森林官の研修を行うCASFOS を実施機関とし、主に上級森林官の在職者研

修の強化を目的とするプロジェクトであるにも関わらず、プロジェクトのターゲット・グルー

プは、間接的な裨益者であるはずの現場森林官とされており、直接的な裨益者である州上級森

林官が含まれていなかった。さらに、アウトプット・活動の一部、及び用語の一部が実態とあ

っていなかった。また、「円借款事業」との協力分野であるコンポーネント II においては、

MTT におけるプロジェクトの役割が十分に明確ではなかった。PDM については、上記マスタ

ー・プランの問題に加え、ほとんどの指標が十分に定義されておらず、一部の指標は対応する

アウトプット/プロジェクト目標/上位目標を適切に反映しているとはいえなかった。PO（活動

計画書：PDM の活動ごとの詳細活動や「期待される結果」「スケジュール」「責任者」「実

施者」「必要な投入」など、プロジェクト活動の計画・モニタリングに必要な情報を整理した
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計画文書）には必要な情報が十分に記載されていなかった。これらの問題は、プロジェクト終

了時、さらにその 3～5 年後に具体的に何がどのように達成されるのかについて、プロジェク

ト関係者が明確かつ共通の理解をもつことを困難にした。 
 

３－４－２ 実施プロセスに関すること 
プロジェクト関係者はマスター・プラン及び PDM の問題について認識しており、プロジェ

クト開始当初から修正について協議を重ねてきたが、中間レビューまでに最終的な合意にいた

ることができなかった。中間レビューを通して、上記問題の多くは整理され、マスター・プラ

ン及び PDM が修正されたが、上位目標及びプロジェクト目標にかかる指標については、議論

をつめることができなかったため、暫定指標が置かれた。暫定指標は、プロジェクト関係者で

改めて検討・最終化され、2012 年 3 月に承認された。プロジェクトの前半、PDM を十分明確

にできなかったため、その間、プロジェクトの内容及び達成度について、プロジェクト関係者

が明確かつ共通の理解をもつことが困難であった。 
 
３－５ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
上位目標及びプロジェクト目標の達成、及びその達成度のモニタリング強化を目的とし、次の 8

点を提言とした。 
(1) インド側におけるモニタリング強化を目的とした、上位目標及びプロジェクト目標に

係る指標及びその入手手段に特化した PDM の修正 
(2) プロジェクト終了後の戦略策定（財政面及び組織面）及び活用 
(3) インド側でのモニタリングを確実とするため、本プロジェクトで改訂した 6 つの業務

研修にかかる研修実施記録の保管 
(4) CASFOS ブルニハット校にてTOT を実施するための外部講師確保 
(5) 「円借款事業」参加 11 州では教官人材育成のメカニズムを構築中であることから、

CASFOS で実施する TOT をインド国内で効果的に活用するための研修生の出身州配

慮 
(6) CASFOS 教官陣の定員充足 
(7) 教官陣の業務負荷軽減のための契約ベース専門人員雇用検討 
(8) プロジェクト成果を広める観点より、研修生定員充足率（現在約 33%）向上のための

対策 
 
３－６ 教訓 
 コンポーネント I：CASFOS の在職者研修強化については、CASFOS の実態とそぐわない点が

あり、コンポーネント II：円借款との関連部分の整理が必ずしも明確ではなかった。また、当初

マスター・プラン及び付属の PDM (ver.1) の記載にも、不備、もしくは不十分な部分があった。

このことから、事前調査の段階において事業設計に十分正確性を期すこと、またやむを得ない場

合には軌道修正を早期に行うことが肝要である。 

vi



i 
 

評価調査結果要約表（英文） 

I. Outline of the Project 
Country：India Project title：The Project for Capacity Building of 

State Forest Training Institutions and Central 
Academy for State Forest Service (CASFOS) 

Issue/Sector：Nature Conservation Cooperation scheme：T/A Pro. related to ODA Loan
Division in charge：JICA India Office Total cost：JPY 173 million 
 
Period of 
Cooperation 

(R/D)：March 24, 2009-March 23, 
2014 
 

Partner Country’s Implementing Organization ：

Directorate of Forest Education, Ministry of 
Environment and Forests 
Supporting Organization in Japan： 
Forest Agency, Ministry of Agriculture, Forestry and 
Fisheries 

Related Cooperation： 
1. Background of the Project 
   At the start of the 20th Century, roughly 40% of India’s land was covered with forest, but as 2001, 
India’s forest and tree cover ratio stood at 23%, much below the global average of 30.8% (FRA2010). It has 
been recognized that one of the factors causing destruction of the forests is the arbitrary use of forest 
resources by the poor village communities, living in or on the fringes of forests, which depend on those 
resources to make a living. It is therefore vital to promote awareness of the importance of forest management 
among the local village residents while planning for forest conservation, and to provide assistance to 
improve the livelihoods of the poor and their effective use of forest resources in a sustainable manner.  
   To that purpose, it is critical that the frontline staff of each state's forest department, which implements 
projects and schemes and is in daily contact with local village communities, receives effective and 
well-structured trainings on the latest skills and techniques covering various aspects surrounding the forestry 
sector, including forest management methods based on a new innovative approach. However, a large 
number of frontline staff currently do not have sufficient skills and techniques, and do not yet have adequate 
experience in sharing techniques with local village residents. Thus "The Project for Capacity Building of 
State Forest Training Institutions and Central Academy for State Office Services (CASFOS)” (hereinafter 
referred to as “the Project”) was formed to improve the training at the CASFOS, Dehradun under the 
Directorate of Forest Education (hereinafter referred to as “DFE”), the official central training school of the 
Ministry of Environment and Forests, Government of India (hereinafter referred to as “MOEF”), in 
Dehradun, for the state forest officers who are the leaders and trainers for the training for the frontline staff at 
their states. In this way it is expected that the quality of training for the frontline staff at the State Forest 
Training Institutes (hereinafter referred to as “SFTIs”) all over India improves ultimately leading to the 
enhancement of their capacity. 
   MOEF has also been implementing Japanese ODA Loan Project, “Capacity Development for Forest 
Management and Personnel Training Project” (hereinafter referred to as the Japanese ODA Loan Project), 
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which aims to contribute to improvement of training environment for frontline staff through the 
rehabilitation of SFTIs and through capacity development of frontline staff and trainers of SFTIs in 
participating states, since November 2008. Training for state personnel who are expected to be resource 
persons to train trainers of SFTIs, called “Master Trainers”, is one of the components of the Japanese ODA 
Loan Project. The Project is also designed to assist Master Trainers Training. The Project with cooperation 
between the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as “JICA”) and MOEF, which 
started in March 2009, is supposed to be closed in March 2014. Now that the Project has about 6 month 
remaining cooperation period, the Team was formed and dispatched for this evaluation. 
 
2. Summary of the Project 

(1) The Project Purpose 
Capacity of SFS Officers and Frontline Staff (Foresters and Forest Guards) are enhanced.  

(2) The Overall Goal 
Trainings on Forestry by the governments in India will be strengthened. 

(3) The Outputs 
<Component I> 
1) Output1: Training of Trainers (TOT) and other in-service training courses on 

Forestry in Central Academy for State Forest Service (CASFOS), 
Dehradun are improved. 

2) Output2: Improved TOT and other in-service training courses are conducted at 
CASFOS, Dehradun. 

3) Output3: Feedbacks from monitoring of the revised TOT and other in-service 
training courses in CASFOS, Dehradun are utilized in further improving 
the revised courses. 

<Component II> 
4) Output4: Master Trainers from 10 participating states of “Capacity Development 

for Forest Management and Personnel Training Project” (hereinafter 
referred to as “the Japanese ODA Loan Project”) are trained. 

 (4) Inputs : 
 1) Indian side 

Allocation of  
project personnel: 

Management personnel:3 persons 
Technical personnel:4 persons 

Allocation of local 
cost: 

¥ 7.8 million 
 

 
2)Japanese side 

Dispatch of Experts:  Long-term Expert: 4 persons 
Short-term Expert: 1 person 

Provision of 
Equipment: 

¥ 20 million 

Project personnel 
Trained in Japan: 

13 persons  Local Activity Cost: ¥ 32 million 
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II. Evaluation Team 
Members of 
Review Team 
 

1) Japanese side 
Title Name Position 
Team 

Leader 
Mr. Hiroyuki 
HATORI  

Senior Advisor (Forest Environment), 
Japan International Cooperation Agency (JICA) 

Forest 
Management 

Mr. Ichiro 
NAGAME 

Senior Policy Analyst for International Affairs, 
Forestry Agency, 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Evaluation 
/Analysis 

Ms. Yasuyo 
HIROUCHI 

Permanent Expert, 
International Development Associates Ltd. 

2) Indian side 
Title Name Position 
Team Leader Dr. Dhananjai 

Mohan           
Chief Conservator of Forests, Office of the Chief 
Wildlife Warden, Uttarakhand, Dehradun 

 

Period of 
Evaluation 

 Sep. 16- Oct.1, 2013 Type of Evaluation：Terminal Evaluation 

III. Results of Evaluation 

3-1 Accomplishment of the Project. 
3-1-1 Accomplishment of the Outputs 

(1) Outputs (Details are described in section (2) of Annex 3) 
<Component I: Enhancement of in-service training at CASFOS Dehradun> 
 Output 1: Training modules for six in-service training courses for SFS officers (i.e. TOT, Legal 

Issues in Forestry and Wildlife, Wildlife Management, General Refresher Course, 
Community Forestry and JFM, and Human Resource Management) were revised based on 
the training need assessment, which were approved by MOEF in August 2011. Reading 
materials for all the revised modules were gathered and compiled by November 2011. Course 
Guides for the revised modules, consisting of aim, course style, learning unit wise objectives 
(i.e. training modules), training schedule, time distribution, etc., were developed by November 
2011. 

 Output 2: The revised in-service training courses, utilizing the revised modules, have been 
conducted since IFY2011/12 according to the annual training calendar approved by MOEF.  

 Output 3: Results of immediate monitoring have been reflected in further improvement of the 
revised training courses: some specific modifications have been made for the training in the 
subsequent years. Results of post monitoring were also considered in further improvement. 
Finalization of the training courses is ongoing based on the above feedbacks, which is 
expected to be completed by October 2013. 

<Component II: Assistance to the MTT under the Japanese ODA Loan Project> 
 Output 4: In August and September 2012, 40 out of 48 officers, nominated from 11 participating 

states of the Japanese ODA Loan Project, were trained to be “Master Trainers” at CASFOS 
Dehradun by the Central Project Management Unit (CPMU)/MOEF of the Loan Project. As 
for the 8 remaining officers, the CPMU plans to provide the training in January 2014, which 
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is going to be implemented outside the scope of the Project. 
 

3-1-2 Accomplishment of the Project Purpose 
 Component I: The revised modules for the six in-service training courses, which are expected to 

be finalized in October 2013, are expected to be approved by DFE as “Model Modules” for 
all CASFOS via official letter by January 2014.   

 Component II: The advice, logistic support, and monitoring were provided to the Master 
Trainer’s Training (MTT) conducted by the CPMU/MOEF of the Japanese ODA Loan 
Project as planned. 

3-1-3 Likelihood of Accomplishment of the Overall Goal 
 Component I: From IFY 2014/15 onward, six in-service training courses, utilizing the Model 

Modules approved by DFE, are likely to be conducted at all CASFOS on a regular basis, 
provided that resource person(s) for TOT at CASFOS Burnihat is/are secured in time. 

 Component II: Within three years after completion of the Project, in all of the 11 participating 
states of the Japanese ODA Loan Project, regular induction training courses for Frontline 
Staff, conducted by the trainers who have participated in the State TOTs by the Master 
Trainers, are likely to be started, provided that implementation of the State TOT does not fall 
behind the schedule significantly. 

 
3-2 Summary of Evaluation 

3-2-1 Relevance 
   The Overall Goal and the Project Purpose are still relevant with the needs of India and Target Groups 
(i.e. SFS Officers trained by CASFOS Dehradun, SFS Officers/FROs from participating states of the 
Japanese ODA Loan Project). They are still consistent with the national development plan of India (i.e. 
12th National 5- Year Plan) as well as Official Development Assistance (ODA) policies of Japan.  
Japanese technical advantage has been confirmed.   

 
   Taken together, the Project is still relevant. 

3-2-2 Effectiveness (Prospect)  
   Steady progress has been made towards achievement of the Project Purpose. The Project Purpose has 
been mostly achieved and is expected to be fully achieved by the end of the Project. Meantime, logical 
relation between the Project Purpose and the Outputs is confirmed: all of the Outputs are relevant with the 
Project Purpose. They have contributed to the achievement of the Project Purpose. 

   Overall, the Project is expected to be effective. 
 

3-2-3 Efficiency 
   Progress has been made as expected in producing Outputs. Outputs have been mostly produced and 
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are expected to be fully produced by the end of the Project. Inputs from the Indian and Japanese sides 
have been generally appropriated in producing the Outputs in terms of timing, quality and quantity except 
for understaffing of the faculty at CASFOS Dehradun from the beginning of the Project (March 2009) to 
July 2010 and from January 2013 to present. The Evaluation Team notes that, through the hard work of 
the faculty members, support from the Principal and DFE, and collaboration from the Japanese Expert 
team, adverse effects on production of Outputs have been minimized. Inputs are considered to have 
contributed to production of the Outputs. 
 

   Overall, the Project has been mostly efficient. 
 

3-2-4 Impacts  
Overall Goal: Judging from the likelihood of achievement of the Indicators1, the Overall Goal is likely to 
be achieved in three years after the completion of the Project, provided that resource person(s) for TOT 
at CASFOS Burnihat is/are secured in time for Component I and that the State TOTs of the Japanese 
ODA Loan Project do not fall significantly behind the schedule. It is noted that contribution of the 
Project to Component II of the Overall Goal is relatively limited since the Project just assisted the MTT 
conducted by CPMU/MOEF of the ODA Loan Project through providing advice, logistic support, and 
monitoring. 
 
Other Impacts: Some positive impacts have been already observed and more are expected to be foreseen. 
For example, since Total of 220 SFS officers have been trained in the revised courses conducted at 
CASFOS Dehradun. According to the self-evaluation of the participants, more than 80% have reached 
minimum third level of 4-point scale on knowledge and skills after attending the respective training (i.e. 
“to the moderate extent” or “to the great extent”) in IFY 2012/13. The revised modules and their Course 
Guides have been utilized in the in-service training courses at other training institutions under DFE: 
CASFOS Coimbatore, CASFOS Burnihat, and Eastern Forest Ranger’s College (EFRC). In 
IFY2012/13, as many as 151 SFS officers and 70 Range Forest Officers were trained in the revised 
courses. Negative impacts have not been observed. They are not foreseen, either. 

3-2-5 Sustainability (Forecast) 
Institutional and Organizational Aspect: Policy support for capacity building of SFS officers and 
frontline staff is likely to continue. Fluctuation in the number of faculty or understaffing at CASFOS 
Dehradun is viewed as a major concern for smooth implementation of both the revised in-service 
courses and existing induction courses. The Project plans to hold a workshop to develop a post-project 

                                                        
1 Note: The Indicators for the Overall Goal are not clear enough to assess their achievement properly. Through a series of discussions with 
concerned personnel, their interpretation of the Indicators was confirmed as shown in parenthesis with underline in the leftmost column of the 
concerned Indicators in Annex3.  It was also agreed that the following indicators should be added to the PDM to see whether the quality of 
training is maintained at a desirable level: (i) “At all CASFOS, minimum 80% of the participants of each in-service training course reach 
minimum third level of 4-point scale on knowledge and skills after attending the respective training according to the self-evaluation”: and (ii) “At 
all CASFOS, the participants of each in-service training courses give more than 80% appreciation on weighted average”. 
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strategy in December 2013. Representatives from MOEF, DFE, all CASFOS, EFRC, some SFDs/SFTIs, 
and the resource persons involved in the Project are expected to participate in the workshop. The results 
are going to be presented at the final JCC scheduled in January 2014 for endorsement. 
 
Financial Aspect: So far, MOEF has allocated necessary budget for the implementation of the Project 
activities. It is likely that budget necessary for continuation of the relevant activities would be secured in 
the post-project.   
 
Technical Aspect: The project deliverables, such as the revised modules or six in-service training 
courses, their Course Guides, and the “merged” immediate monitoring proforma, in which the existing 
MOEF proforma and a proforma specifically designed for monitoring of the revised modules are 
merged, are relevant with the technical needs and levels since they have been developed through need 
assessment as well as workshops and consultation meetings within CASFOS and with the relevant 
organizations. The deliverables have been utilized and disseminated at the other CASFOS and EFRC 
already. Taking into account appreciation of the DFE and CASFOS as well as their demonstrated 
commitments on the in-service training of the SFS officers, it is expected that the project deliverables 
will be continuously utilized and disseminated after the end of the Project. Low participation rate from 
the nominees in the in-service training courses is a concern for maximum utilization of the deliverables. 
In order to facilitate appropriate nomination for IFY 2013/14, DFE distributed the Course Guides, 
consisting of aim, course style, learning unit wise objectives (i.e. training modules), training schedule, to 
the SFDs almost a year in advance. Lack of a mechanism of systematic nomination at the State level is 
an issue that cannot be addressed by DFE.   
 
   From a comprehensive viewpoint, sustainability of the Project is likely to be ensured, provided that 
sanctioned number of faculty of CASFOS is filled continually 

 
3-3 Factors that promoted realization of effects 

3-3-1 Factors concerning to Planning 
   Nothing special 

 
3-3-2 Factors concerning to Implementation 
   The Project has been implemented in coordination/collaboration with various organizations, including 
other CASFOS and state forest departments. Initiative and commitment of JCC chairman, Project 
Director, Project Managers as well as motivation and diligence of the Project Personnel have facilitated 
the implementation of the Project.   

 
3-4 Factors that impeded realization of effects  

3-4-1 Factors concerning to Planning 
   The original PDM /Plan of Operation (PO) had some shortfalls. As for the PDM, description of some 
components did not match the reality. In addition, most of the “Objectively Verifiable” Indicators were not 
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well defined. Some did not well reflect the contents of the corresponding Outputs/Project Purpose. As for 
the PO (i.e. a document that describes information necessary for planning and monitoring of the Project 
activities, including expected result(s), schedule, persons in charge, implementers, major Inputs for each 
sub-activity or Activity of the PDM, etc), necessary information was not sufficiently specified. These 
issues made it difficult for all those concerned to have clear and common understanding regarding the 
effect which the Project was expected to achieve and its strategies sufficiently.   

 
3-4-2 Factors concerning to Implementation 
   Realizing the above noted shortfalls of the original PDM, the Project had discussed its modification 
since the beginning, but had not been able to finalize the modification before the Mid-term Review. That 
made it difficult for all those concerned to have clear and common understanding of the overall 
implementation process and progress of the Project based on the PDM and PO as well as achievement 
level of the Outputs and the Project Purpose in the first half of the Project.   

 
3-5 Recommendations 

 The PDM should be modified for clearly stating Objectively Verifiable Indicators, Means of 
Verification and Important Assumptions of Overall Goal and Project Purpose in PDM ver. 3. 

 Records stated in the Means of Verification of the modified PDM should be archived properly every 
fiscal year by all CASFOS and DFE. 

 Honorarium rate should be suitably enhanced to attract the resource person for TOT at CASFOS 
Burnihat. 

 DFE and CASFOS should consider prioritizing nominations from the states not covered by the 
Japanese ODA Loan project for TOT. 

 Two out of five permanent posts in CASFOS Dehradun should be filled with the competent 
personnel from IFS immediately. 

 Personnel may be hired on contractual basis for expert services to provide support to the regular 
faculty who come to CASFOS on fixed deputation tenures. 

 MOEF should direct the SFDs to develop a mechanism of systematic nominations instead of 
random nominations in consultation of DFE and CASFOS, which are based on the relevance of the 
trainings to the assignment of SFS officers concerned.  
 

3-6 Lessons learned 
   In the original design for Component I, there were activities which do not fit with the actual 
implementation of the Project and the structure in CASFOS, Dehradun. Some of the activities were not 
necessarily clear in terms of the roles and responsibility between Component I and II. Also, there was 
discrepancy in the Master Plan and PDM ver. 1 at the beginning of the project implementation. Hence, it 
was learnt that information to be collected for project design should be accurate as much as possible and 
that the course correction of the project should be done once it is found.  

End 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 
１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

インドの森林被覆率は、20 世紀初頭には 40％であったが、2001 年には 23％に減少し、全世界

平均値である 30.8％よりも低い数値を示している。森林周辺には、森林資源に依存しつつ生活を

営む貧困住民が居住しているが、こうした森林周辺住民の恣意的な森林資源利用が、森林の荒廃

を招いた原因の 1 つであると認識されている。このため森林管理の重要性に対する住民の認識を

促しつつ森林保全を図り、森林から得られる木材・非木材林産物の効果的な活用による貧困層の

生計向上を支援して、再生可能な森林資源利用を推進する必要がある。 
そのためには、住民と日常的に接する州森林局の現場森林官が、森林資源の違法利用者の取り

締まりを中心とした従来の役割とは異なり、新しい考え方に基づいた森林管理方法をはじめ、森

林セクター全般に係る最新かつ有効な知識・技術を学び直す必要がある。しかしながら現場森林

官は、こうした知識や技術、及び住民に対する技術普及経験が不足している。 
環境森林省（Ministry of Environment and Forest：MOEF）は、国立森林官研修機関（Central Academy 

for State Forest Service：CASFOS）デラドゥン校において、州上級森林官である州立森林官研修機

関の教官等に対し研修を実施している。一方、住民と日常的に接する立場にある現場森林官を対

象とした研修は、各州が運営する州立森林官研修機関が行っている。したがって、現場森林官が

新たな役割を担い、業務実施能力を高めるためには、CASFOS デラドゥン校において各州の指導

者・教官となる州上級森林官クラス（State Forest Service：SFS）を対象とした研修の改善、州立

森林官研修機関において現場森林官クラスを対象とした研修の改善を行うことが必要となってい

る。 
MOEF は、2008 年 11 月より、事業対象州における州森林研修機関の改築、現場森林官及び州

研修機関の教官の能力強化を通じ、現場森林官の研修環境改善を目的とした、森林官円借款「森

林管理能力強化・人材育成事業」（以下、「円借款事業」という）を実施している。州森林研修

機関での教官を指導する人材（マスタートレーナー）を育成するコンポーネントが、円借款事業

での一コンポーネントとなっており、本事業はこのマスタートレーナートレーニング実施を支援

することとなっている。 
2009 年 3 月から始まった本事業が 2014 年 3 月に終了予定であり、現在終了前 6 カ月となるに

あたり、終了時評価団が形成・派遣される運びとなった。 
 
１－２ 調査団構成と調査期間 

１－２－１ 調査団の構成 
日本側及びインド側の評価チームによる合同評価の形態を取った。評価メンバーは表－１及

び表－２のとおりである。 
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表－１ 日本側メンバー 

氏名 担当分野 所属先 
羽鳥 祐之 総括 JICA 国際協力専門員 
永目 伊知郎 森林管理 林野庁海外森林資源情報分析官 
廣内 靖世 評価分析 株式会社国際開発アソシエイツ 常任コンサルタント 

 
表－２ インド側メンバー 

氏名 担当分野 所属先 
Dhananjai Mohan 総括 ウッタラカンド州森林局 主席森林保護官 

 
１－２－２ 調査期間 
調査期間は、2013 年 9 月 16 日（日）から同年 10 月 1 日（火）までの日間である。調査日程

は表－３のとおりである。 
表－３ 調査日程 

羽鳥（総括）、永目（森林行政 /職員研修） 広内（評価分析） 宿泊地

1 9月15日
デリー着

デリー

2 9月16日
午前：MOEFとの会議　

午後：デリー→デラドゥン、専門家との打

ち合わせ
デラドゥン

3 9月17日
カウンターパート、専門家チームとの打ち

合わせ デラドゥン

4 9月18日
カウンターパート、専門家チームへのイン

タビュー デラドゥン

5 9月19日
カウンターパート、専門家チームへのイン

タビュー デラドゥン

6 9月20日
カウンターパート、専門家チームへのイン

タビュー、取りまとめ デラドゥン

7 9月21日
取りまとめ

デラドゥン

8 9月22日
デリー着 取りまとめ デリー（羽鳥/永目）

デラドゥン（広内）

9 9月23日
午前：インド事務所、MOEFとのキックオフ

午後：デリー→デラドゥン

取りまとめ
デラドゥン

10 9月24日
カウンターパート、専門家との打ち合わせ

デラドゥン

11 9月25日
カウンターパート、専門家との打ち合わせ

デラドゥン

12 9月26日
カウンターパート、専門家との打ち合わせ

ドラフト評価レポート作成 デラドゥン

13 9月27日
団内打ち合わせ

ドラフト評価レポート作成 デラドゥン

14 9月28日
団内打ち合わせ

ドラフト評価レポート作成 デラドゥン

15 9月29日
デラドゥン→デリー

デリー

16 9月30日 デリー

17 10月1日

午後3時：ラップアップミーティング

日本着
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１－３ プロジェクトの概要 

(1) 上位目標 
   インド政府の森林分野の研修能力が強化される。 
 

(2) プロジェクト目標 
   州上級森林官及び現場森林官（フォレスター及びフォレスト・ガード）の能力が強化さる。 
 

(3) アウトプット 
1） アウトプット 1 

国立州上級森林官研修機関(CASFOS)デラドゥン校において、指導者研修(TOT)その他の

在職者研修コースが改善される。 
2） アウトプット 2 

CASFOS デラドゥン校において、改善されたTOT その他の在職者研修コースが実施され

る。 
3） アウトプット 3 

CASFOS デラドゥン校において、改訂TOT 及びその他在職者研修コースのモニタリング

結果が、改訂コースのさらなる改善に活用される。 
4） アウトプット 4 

円借款事業「森林管理能力強化・人材育成事業」(以下、「円借款事業」)参加 10 州から

のマスター・トレーナーが育成研修を受ける。 
 

(4) 活動 
1） アウトプット 1 のための活動 

1-1  現状の研修内容の評価を行う。 
1-2  研修対象者の研修ニーズと課題を確認する。 
1-3  研修計画、教科、カリキュラム及び教材の内容を検討し、改訂する。 

2） アウトプット 2 のための活動 
2-1  研修の実施計画を作成する。 
2-2  研修実施計画に基づき研修を実施する。 

3） アウトプット 3 のための活動 
3-1  CASFOS デラドゥン校が実施する、改訂された研修をモニタリングする。 
3-2  参加者の出身州から数州を選抜し、事後モニタリングを行う。 
3-3  CASFOS デラドゥン校での在職者研修にモニタリング結果を反映させる。 

4） アウトプット 4 のための活動 
4-1  円借款事業「森林管理能力強化・人材育成事業」にて実施されるマスター・トレー

ナー研修のための研修計画及び研修教科作成を支援する。 
4-2  マスター・トレーナー研修の実施を支援する。 
4-3  マスター・トレーナーが各州にて行う州のトレーナー研修に助言をする。 
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第２章 評価の方法 

 
２－１ 調査の流れ 

今回の評価は、JICA 事業評価ガイドライン改訂版『プロジェクト評価の実践的手法』及び『新

JICA 事業評価ガイドライン 第 1 版』に準拠して行った。評価の基になる PDM は、2012 年 3 月

に承認された PDM ver.3 を使用した。 
評価に先立ち、プロジェクト関係文書（事前調査報告書、進捗報告書、専門家業務完了報告書、

中間レビュー報告書を含む）に基づき、評価のデザインとして評価グリッドを作成した。日本側、

インド側双方による合同評価調査団は、PDM ver.3、PO ver. 2、過去のプロジェクト記録等の資

料調査、プロジェクト関係者への事前質問票調査及びインタビュー調査、また現地視察を行い、

情報を収集した。これらの結果をもとに、合同レビュー報告書案を作成し、インド側合同評価委

員との協議を経て、報告書を完成させた。 

 
２－２ 調査項目 

２－２－１ プロジェクトの実績の確認 
PDM の計画に沿ってプロジェクトの投入、アウトプット、プロジェクト目標が達成された度

合いを検証する。 
 
２－２－２ 実施プロセスの検証 
プロジェクトの実施過程全般を見る視点であり、活動が計画通り行われているか、またプロ

ジェクトのモニタリングやプロジェクト内のコミュニケーションが円滑に行われているかを検

証する。 
 
２－２－３ 評価項目ごとの分析 

(1) 妥当性： 
プロジェクトの目指している効果（プロジェクト目標や上位目標）が、評価を実施する

時点において妥当か（インドの国家開発計画及び日本のODA 政策との整合性はあるか、

受益者のニーズに合致しているか等）、プロジェクトの戦略･方法は妥当か等を評価する。 
(2) 有効性（予測）： 

プロジェクト目標達成の見込みはあるか、プロジェクト目標に対しアウトプットは適切

か、目標達成の貢献・阻害要因はあるか等を評価する。 
(3) 効率性： 

投入に見合ったアウトプットが産出されているか、活動スケジュールと投入のタイミン

グ・質・量はアウトプット産出には適切だったか等を評価する。 
(4) インパクト： 

上位目標達成の見込みはあるか、その他、プラスのインパクトはあるか（予測されるか）、

予期していなかったマイナスのインパクトはあるか（予測されるか）、マイナスのインパ

クトがある場合、それに対する対策は講じられているかを評価する。 
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(5) 持続性（見込み）： 
協力が終了しても、プロジェクトで発現した効果が持続する見込みについて、組織制度

面、財政面、技術面から評価する。 
 
２－３ 情報収集・入手手段 

現地調査に先立ち、プロジェクトに指標及び投入の実績に関する情報提供を依頼した。さらに、

主としてプロジェクトの実施プロセス・評価 5 項目に関する質問票を英語で作成し、事前に配布

した。現地においては、指標及び実施プロセスの確認と評価 5 項目に関する補足情報を収集する

ために、質問票回答者に対してセミ･ストラクチャード・インタビューを行った。インタビューは

基本的に個別とした。 
 
２－４ PDMのレビュー 

 今回、評価のデザインをするにあたって、調査団が PDM ver.3 をレビューしたところ、上位目

標及びプロジェクト目標の指標及び指標入手手段につき、十分に明確ではない点等があることか

ら、このままでは適切な評価を行うことが困難であることがわかった。以上に鑑み、①不明確な

指標については、プロジェクト関係者との確認・協議を通してその解釈を確認し、関係者の合意

が得られた解釈に基づいて評価を行うこと、②上位目標達成に向けての活動を円滑にするため、

また事後評価を適切に実施するため、必要に応じて PDM 改訂を提言すること、を方針とし、調

査に臨むことになった。 
 現地では、まず、評価分析団員の先行調査期間において、関係者（プロジェクト・ディレクタ

ー、プロジェクト・マネージャー、CASFOS 校長及び専門家）と指標の解釈について確認・協議

をし、合同評価委員との最初の協議において、評価委員の合意を得た上で、以後の評価調査を行

った。 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス1 
 
３－１ プロジェクトの実績 

３－１－１ 投入実績 
計画 実績（特に言及のない限り 2013 年 9 月 27 日現在） 

(1) インド側  

(a) 人員  
1) プロジェクト・ディレクター：環境

森林省森林研究・研修担当課長

（Deputy Inspector General of Forests：
RT） 

2)プロジェクト・マネージャー 
 -コンポーネント I：環境森林省DFE
局長 

 -コンポーネント II：環境森林省森

林研究・研修担当課長補佐（Assistant 
Inspector General of Forests：RT） 

3) 活動 1-1～3-3 の担当職員 
4) 活動 4-1～4-3 の担当職員 

現在、プロジェクト・ディレクター（1 名）、プロジェクト・マ

ネージャー（2 名）、活動 1-1～4-4 の担当職員（CASFOS デラド

ゥン校校長及び教官 3 名）がプロジェクトに配置されている。 
 

（詳細は合同終了時評価報告書（英文）添付のRM A-1 参照）

(b)土地・施設 
1)プロジェクト実施に必要な土地・建

物及び施設 
2) プロジェクト実施に必要な機材設

置・保管用の部屋あるいはスペース

3) 日本人専門家に必要なオフィス・ス

ペースと設備 
4)その他、必要に応じて互いに合意し

た施設 

左記の土地・施設は、DFE あるいはCASFOS デラドゥン校におい

て、プロジェクト開始当初より提供されている。 

(c) ローカル・コスト 2013 年 8 月現在、CASFOS デラドゥン校における改訂在職者研修

コース実施及び「マスター・トレーナー」研修（MTT）実施費用

として、約 440 万ルピー（約 780 万円）が支出されている。 
 

（詳細は合同終了時評価報告書（英文）添付のRM A-2 参照）

(2) 日本側   
(a) 人員 
1)長期専門家 
・チーフ・アドバイザー 
・森林経営 
・業務調整委員 

2) 短期専門家 
 プロジェクト期間中にプロジェクト

の現場の必要性に応じ、プロジェク

トの枠組み内で短期専門家が派遣さ

1) 長期専門家 
これまで、合計 6 名の長期専門家（チーフ・アドバイザー、森

林経営、及び業務調整員）が派遣されている。 
 
2) 短期専門家 
これまで、合計 4 名の短期専門家（研修管理、気候変動、コミ

ュニティ林業技術、研修モニタリング・評価）が派遣された。
 

（詳細は合同終了時評価報告書（英文）添付のRM B-1 参照）

                                                        
1 基本的に合同レビュー報告書の和訳であり、補足は脚注に「訳注」として示している。また、和訳は原文に忠実であることを心

がけた。この点は、PDM の関連部分の訳についても同様で、従来の訳にとらわれず、なるべく原文に忠実に訳した。 
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計画 実績（特に言及のない限り 2013 年 9 月 27 日現在） 
れる。 

(b) 研修員受け入れ これまで、13 名の関係者が日本で研修を受けた。2013 年 10 月ま

でに、さらに 4 名の関係者が研修を受講する予定である。 
 

（詳細は合同終了時評価報告書（英文）添付のRM B-2 参照）

(c) 機器材 
研修機材 

これまで、約 1,100 万ルピー（約 2,000 万円）相当の機材が供与さ

れた。主要機材はCASFOS デラドゥン校研修施設用の発電機セッ

ト、GIS ラボ用の PC、GIS ソフトウェア、プロッター、スキャナ

ー、プロジェクター等である。  
 

（詳細は合同終了時評価報告書（英文）添付のRM B-3 参照）

(d) 在外事業強化費 2013 年 8 月末までに、在外事業強化費として約 1,800 万ルピー（約

3,200 万円）が支出された。主要費目は現地スタッフ雇用費、現地

リソース・パーソンへの謝金、会議費、旅費等である。 
 

（詳細は合同終了時評価報告書（英文）添付のRM B-4 参照）

 
３－１－２ アウトプットの実績 

(1) アウトプット 1 の実績：CASFOS デラドゥン校において、講師研修（TOT）その他の在

職者研修コースが改善される。 
指標 実績（2013 年 9 月 27 日現在） 

1a. 研修ニーズ・アセ

スメントに基づい

て改訂された研修

モジュールが環境

森林省に承認され

る。 
 

研修ニーズ・アセスメントに基づき、6 つの在職者研修コース〔TOT、林業・野生

生物における法的イシュー、野生生物管理、一般リフレッシャー・コース、コミュ

ニティ林業と共同森林管理（JFM）、人的資源管理〕の「在職者研修改善計画

（In-service Training Improvement Plan: ITIP）」が策定され、計画は 2011 年 6 月に

DFE に承認された。改善計画に基づいて改訂された 6 コースの研修モジュールは、

2011 年 8 月に環境森林省に承認された。 
 
<結論> 
当該指標は既に達成されている。（ただし、モニタリングの結果に基づき、必要に

応じて、さらに改善されている） 
1b. 2011 年 10 月まで

に、改訂モジュール

の自習用リーディ

ング資料が作成さ

れる2。 

2011 年 11 月までに、すべての改訂コース/モジュールについて、自習用リーディン

グ資料が収集・編纂された。 
 
<結論> 
当該指標は既に達成されている。（ただし、モニタリングの結果に基づき、必要に

応じて、さらに改善されている） 
1c . 2011年10月までに 

改訂モジュールの 
研修生用コース・ガ

イドが作成される。 

2011 年 11 月までに、すべての改訂コース/モジュールについて、コースの目的、ス

タイル、研修モジュール、スケジュール、時間割等を記載した研修生用のコース・

ガイドが作成された。 
 

                                                        
2 CASFOS の在職者研修において、CASFOS 教官はコース・ディレクターを務めている。研修コースの各セッションの講師は、

多くが「リソース・パーソン」と呼ばれる外部講師が務めている。各コースの研修教材（Training Material）としては、①講義用

のプレゼンテーション資料と②自習用のリーディング資料の 2 種類が配布される。自習用リーディング資料は、コース・ディレ

クターであるCASFOS 教官が、WEB 等から関連文献・記事を抜粋・編集して用意するが、講義で使われるプレゼンテーション

資料は講師が作成する。 
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指標 実績（2013 年 9 月 27 日現在） 
<結論> 
当該指標は既に達成されている（ただし、モニタリングの結果に基づき、必要に応

じて、さらに改善されている）。 
<全体> 
アウトプット 1 は既に達成されている。 
 

 
(2) アウトプット 2 の実績：CASFOS デラドゥン校において、改善された TOT その他の在

職者研修コースが実施される。 
指標 実績（2013 年 9 月 27 日現在） 

2a. CASFOS デラドゥ

ン校において、改訂

された TOT その他

の在職者研修コース

が年間研修カレンダ

ー通りに実施され

る。 

CASFOS の在職者研修は環境森林省に承認された年間研修カレンダーに基づいて

実施されている。 
 
改訂 6 コースは、CASFOS デラドゥン校において、2011/12 年度より実施されてい

る。改訂コースは、環境森林省に承認された年間研修カレンダーに基づき、計画通

りに行われている。今年度(2013/14 年度)は、既に 3 コースが実施され、残りの 3
コースは、2014 年 2 月までに実施される予定である。 

 
<結論> 
計画通りに進捗している。指標はほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達

成される見込みである。 
<全体> 
アウトプット 2 はほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達成される見込みである。 
 

 
(3) アウトプット 3 の実績：CASFOS デラドゥン校において、改訂 TOT 及びその他在職者

研修コースのモニタリング結果が、改訂コースのさらなる改善に活用される。 
指標 実績（2013 年 9 月 27 日現在） 

3a. モニタリング計画

に基づいて実施さ

れる研修時のモニ

タリングの結果が

改訂研修コースの

さらなる改善に反

映される。 

改訂コースの研修時モニタリングは、計画通り、改訂コースの実施された 2011/12
年度より行われている。2011/12 年度及び 2012/13 年度のモニタリング結果は、次

年度のコース計画時に参考にされ、いくつかの研修トピックが追加・削除されるな

ど、具体的な修正が行われた3。これらモニタリング結果に基づく改訂コースの最

終化作業は、2013 年 12 月に完了する見込みである。 
 
<結論> 
指標はほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達成される見込みである。 

3b. モニタリング計画

に基づいて実施さ

れる集約的/事後モ

ニタリングの結果

が改訂研修コース

のさらなる改善に

反映される。 

2011/12 年度の改訂コース参加者に対する事後モニタリングは、2012 年に実施され

た。事後モニタリング報告書は 2013 年 3 月に完成し、2013/14 年度の改訂コースの

計画時に参考にされた。ただし、事後モニタリングの結果は、研修時モニタリング

の結果とあまり変わらないものであったため、ほとんどのコースについては、事後

モニタリング結果に基づく具体的な修正は行われなかった。なお、モニタリング結

果に基づく改訂コースの最終化作業は、2013 年 12 月に完了する見込みである。 
 
<結論> 
指標はほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達成される見込みである。 

                                                        
3 2013/14 年度の研修時モニタリングの結果は、プロジェクト終了後に行われる 2014/15 年度のコースに反映される。 
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指標 実績（2013 年 9 月 27 日現在） 
<全体> 
アウトプット 3 はほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達成される見込みである。 
 

 
(4) アウトプット 4 の実績：円借款事業「森林管理能力強化･人材育成事業」（以下、円借

款事業）参加 10 州からのマスター・トレーナーが研修を受ける。 
指標 実績（2013 年 9 月 27 日現在） 

4a. 2012 年 8 月までに、

「円借款事業」の参

加州から指名された

合計 50 名のオフィ

サーが「マスター・

トレーナー」4育成研

修を受ける（2012 年

8 月までに、「円借

款事業」の参加州か

ら指名された合計

50 名のオフィサー

が、CASFOS デラド

ゥン校において、「マ

スター・トレーナー」

育成研修を受ける）。 

注：本指標は十分に明確ではないため、プロジェクト関係者との一連の協議を通し

て確認した本指標の解釈を、指標の後のカッコ内に下線で示す。 
 
<背景> 
「マスター・トレーナー」の育成は、森林環境省が責任機関として実施している円

借款の「森林管理能力強化･人材育成事業」（「円借款事業」）の主要活動の一つ

であり、「マスター・トレーナー」育成研修（MTT）は、森林環境省の円借款事

業中央プロジェクト管理ユニット（CPMU）によって行われる。MTT 実施におけ

るCASFOS デラドゥン校/本プロジェクトの役割は、森林環境省のリクエストに基

づく研修場所及びロジ支援の提供である。 
 
「マスター・トレーナー」候補として、森林環境省は、円借款事業参加 11 州から、

合計 48 名を指名した（注）。 
 
<実績> 
2012年 8月と9月に、森林環境省から指名された48名中40名のMTTが、CASFOS
デラドゥン校において、CPMU により、実施された。残り 8 名について、CPMU
は、2014 年 1 月に研修を実施する予定である。研修場所は未定だが、この研修は、

本プロジェクトの枠組み外で行われるため、MTT 実施におけるCASFOS デラドゥ

ン校/本プロジェクトの役割は完了した。 
 
<結論> 
実質的に、指標は既に達成されている。 
 
注：現行 PDM が承認された 2012 年 3 月時点で、「円借款事業」の参加州は 11 州

（アルナチャル・プラデシュ、アッサム、ビハール、チャティスガール、ジャルカ

ンド、ケララ、マディヤ・プラデシュ、マハラシュトラ、ミゾラム、ウッタラカン

ド、西ベンガル）になっていた。MTT 研修受講者指名に際し、森林環境省は、11
州から 48 名の受講生を選び、別の 1 州から残りの 2 名を選んだ。これらを合計す

れば、指標の計画値である 50 名となる。 
<全体> 
アウトプット 4 は、既に達成されている。 

 

                                                        
4 インドでMaster Trainer というと、一般にインド政府人事・社会保障省人事研修局（DoPT）の認定したMaster Trainer を指すが、

アウトプット 4 におけるMaster Trainer は、「円借款事業」参加各州において、現場森林官研修で講師を務めることになる人材

にTOT を行うトレーナーを指す。DoPT 認定のMaster Trainer と区別するため、原文では”Master Trainer”とされている。 
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３－１－３ プロジェクト目標の達成度 

指標5 実績（2013 年 9 月 27 日現在） 
＜コンポーネント I＞ 
a. モニタリング＆フ

ィードバックに基づ

く微調整後、6 つの

在職者研修モジュー

ルが最終化される

（研修ニーズに基づ

き改訂され、モニタ

リング＆フィードバ

ックに基づき微調整

された、6 つの在職

者研修モジュール

が、プロジェクト終

了までに、DFE によ

って、CASFOS 全校

の「モデル・モジュ

ール」として認定さ

れる）。  

注：本指標は十分に明確ではないため、プロジェクト関係者との一連の協議を通し

て確認した解釈を、指標の後のカッコ内に下線で示す6。 
 
2013 年 9 月末までに、研修ニーズに基づき改訂され、モニタリング＆フィードバ

ックに基づき微調整された、在職者研修 6 モジュールの最終稿が DFE に提出され

る見込みである。10 月末には、DFE やCASFOS 全校等の代表を集めたワークショ

ップが開催され、CASFOS 他校（コインバトール校及びブルニハット校）の地域事

情にあわせるための調整が協議/最終化される予定である。改訂 6 モジュールは、

2014 年 1 月までに、CASFOS 全校の「モデル・モジュール」としてDFE に認定さ

れる見込みである。 
 
<結論> 
指標はほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達成される見込みである。 
 

＜コンポーネント II＞ 
b. 最低 80％の参加者

が MTT に対し、加

重平均で80%より高

い評価を与える7。 

<背景> 
コンポーネント II は、「円借款事業」の CPMU/森林環境省が実施する MTT を、

助言提供、ロジ支援、研修時モニタリングを通して支援することを目標にしている。
 
<結果> 
終了時評価団は、本指標はコンポーネント II の内容を的確に反映していないと判

断する。コンポーネント II における本プロジェクトの役割に鑑みると、本指標の

達成は、「円借款事業」のパフォーマンスに大きく依存し、本プロジェクトの指標

達成への貢献は非常に限られているからである。本指標は、本プロジェクトより、

むしろ、円借款事業の指標として妥当である。 
 
<結論> 
本指標は、「円借款事業」との関連性が高く、本プロジェクトの達成度を測る指標

としては不適切であるため、達成度の評価は行われなかった8。 
c. 最低 80％の参加者

が、自己評価におい

て、MTT 受講後の知

識 ・ ス キ ル が

「Excellent」「Very 
Good」になったと評

価する9。 

終了時評価団は、上記(b)と同様の理由で、本指標はコンポーネント II の内容を的

確に反映していないと判断する。MTT の受講者の知識・スキルの向上は、本プロ

ジェクトより、むしろ、円借款事業の期待される結果である。 
 
<結論> 
本指標は、「円借款事業」との関連性が高く、本プロジェクトの達成度を測る指標

としては不適切であるため、達成度の評価は行われなかった10。 

                                                        
5 プロジェクト目標の指標は、2012 年 3 月のPDM改訂で見直された指標である。 
6 下線部の解釈は、本指標に対応する指標入手手段をもとにしている。なお、中間レビュー時には、改訂コースの実施が始まった

ばかりであり、インド側は、改訂コースをCASFOS 全校で採用するかどうかは結果次第だとの意見であった。 
7 本指標は、2012 年 3 月のPDM改訂時、暫定指標がそのまま最終化された指標である。 
8 本指標の実績については、合同終了時評価報告書（英文）のAnnex3 の III の指標 b の実績欄の<参考情報>を参照。 
9 若干の修正がなされているが、本指標は基本的に暫定指標のまま最終化されている。  
10 本指標の実績については、合同終了時評価報告書（英文）のAnnex3 の III の指標 c の実績欄の<参考情報>を参照。 
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指標5 実績（2013 年 9 月 27 日現在） 
コンポーネント II に関する評価価者注：助言・ロジ支援・モニタリングを通したMTT 支援が計画通り提供

されたことから、コンポーネント II の目標（指標(b)の「背景」参照）は既に達成されたと判断される。 
<全体> 
プロジェクト目標は、ほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達成されると見込まれる。 
 

 

３－２ 実施プロセスの特記事項 

項目 結果 
3-2-1  
活動の進捗 

全体：最新 PDM/PO の活動のほとんどは計画通り実施されており、すべての活動はプロジ

ェクト終了までに完了する見込みである。 
 
 
注：R/D 付属のマスター・プラン及び当初 PDM (ver.1)には、誤記や、明確さ・実態との適

合性において不十分な点があった。中間レビューの提言に基づく修正は、2011 年 11 月に森

林環境省・JICA が署名したM/M によって承認された（PDM ver.2）11。ただし、PDM ver.2
の上位目標及びプロジェクト目標の指標は暫定的なものであり、プロジェクト関係者のさ

らなる検討を経て、2012 年 3 月の第 4 回合同調整委員会(JCC)の承認を通して最終化された

（PDM ver.3 または最新 PDM）。一方、R/D 付属の暫定 PO は、2009 年 10 月に開催された

第 1 回 JCC によって最終化・承認された（当初 PO あるいは PO ver.1)。 当初 PO（PO ver.1）
は 2011 年 5 月の第 2 回 JCC において修正・承認された（PO ver.2）。PO ver.2 は、中間レ

ビューの提言に基づき、さらに修正され、修正 PO は、上記M/M において合意された（PO 
ver.3 または最新 PO）。   

<コンポーネント I> 
(1)アウトプッ

ト 1 の活動 
全ての活動は完了している12。 

(2)アウトプッ

ト 2 の活動 
アウトプット 2 の活動は最新 PO の計画通り進捗しており、2014 年 2 月までに完了する予

定である。 
(3)アウトプッ

ト 3 の活動 
アウトプット 3 の活動は、ほぼ最新 PO の計画通り進捗しており、プロジェクト終了までに

完了する見込みである。 
 
＜特記事項＞ 
(a) 研修時モニタリング：改訂コースが開始された 2011/12 年度は、同年に策定された研

修時モニタリング計画に基づき、 (i)  CASFOS デラドゥン校が環境森林省の様式に基

づいて行う既存のモニタリング13、(ii)改訂コース用にデザインされた様式に基づくプ

ロジェクトのモニタリングの2種類のモニタリングが実施された。2012/13年度以降は、

両者を組み合わせた「merged proforma（合同様式）」に基づく 1 種類のモニタリングが

実施されている。 
(b) 事後モニタリング:最新 PO によれば、プロジェクト期間中、2 度の事後モニタリング

                                                        
11 マスター・プラン及び当初PDM改訂の経緯については、3-2-1 の注参照。 
12 アウトプット 1の活動は、当初計画では2012 年3月に完了している予定であったが、実際に完了したのは 2012年 11月である。

特に活動 1-2(研修ニーズの特定)が完了したのは、当初計画よりほぼ 1 年近く遅れた 2012 年 7 月であった。インド全州の関連

部署への質問票の配布・回収、プロジェクトが開催したワークショップのプロシーディング作成、質問票調査やインタビュー

調査によって収集された情報/データの編纂・分析、研修ニーズ・アセスメント（TNA）報告書作成等に、当初の想定より時間

がかかったためである（特に質問票回答の回収・結果の整理に時間がかかった）。 
13 CASFOS では、2008/09 年度以降、環境森林省の様式に基づく研修終了時の質問票調査（「フィードバック調査」と呼ばれてい

る）を通して、在職者研修コースに関するモニタリングが行われていた。モニタリング結果は、各コース担当の教員（コース・ 
ディレクター）によって「フィードバック・レポート」にまとめられ、環境森林省に提出される。CASFOS デラドゥン校によ

れば、モニタリング結果は次年度の研修の計画・デザイン時に反映されてきた。 
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項目 結果 
が計画されており、2011/12 年度及び 2012/13 年度の研修の事後モニタリングは、それ

ぞれ、2012 年、2013 年に予定されている。しかし、第 1 回の事後モニタリングは想定

より時間がかかった。事後モニタリングには、質問票及びインタビュー調査が手法と

して採用され、そのプロセスには、研修参加者及び上司への質問票の配布・回収、プ

ロジェクトが開催したワークショップのプロシーディング作成、質問票調査やインタ

ビュー調査によって収集された情報/データの編纂・分析、事後モニタリング報告書作

成等が含まれた。これらは、計画では半年で完了する予定だったが、実際は、ほぼ 10
カ月かかり、2011/12 年度の研修の事後モニタリング報告書が完成したのは、2013 年 3
月であった。この時間のかかるプロセスを繰り返すと、第 2 回の事後モニタリングが

プロジェクト終了までに完了しない可能性があること、また、事後モニタリングの結

果が、研修時モニタリングから得られた結果とほとんど変わらないものであったこと

から、第 2 回の事後モニタリングは中止された。 
<コンポーネント II> 
(4)アウトプッ

ト 4 の活動 
アウトプット 4 の活動は、ほぼ最新 PO の計画通り完了した。 
 
＜特記事項＞ 
(a) プロジェクトのスコープの明確化：コンポーネント II は、「円借款事業」の主要活動の

一つである MTT に対し、研修デザイン・教材の作成、MTT 実施、及び「マスター・

トレーナー」による州TOT のモニタリングに係る支援を行うことを目的として設計さ

れているが、本プロジェクトの具体的な役割は十分に明確ではなかった。MTT におけ

るプロジェクトのスコープは、中間レビューの提言に基づき、2011 年 11 月に森林環境

省と JICA が署名した本プロジェクトと「円借款事業」の協力の枠組に関するMOU に

より、明確化された。 
3-2-2 
実施体制 

プロジェクトの実施体制は適切である。 

3-2-3 
プロジェクト

管理 

プロジェクト管理は総じて適切であった。  

3-2-4  
コミュニケー

ション 

プロジェクト内のコミュニケーションは総じて十分であった。コンポーネント I について

は、インド側・日本側関係者による定期会合（「オフィシャル・ミーティング」）が月一回

以上開かれており、相互理解の促進に貢献してきた。 
3-2-5 
関連機関との

連携 

プロジェクトは、CASFOS他校（コインバトール校、ブルニハット校）、州森林局・州立森

林研修機関（SFTI）等の他の関連機関の連携/協力を得ながら実施されてきた。 

3-2-6 
そ の 他 の 促

進・阻害要因  

(1) 他の促進要因： 
(a) JCC 議長、プロジェクト・ディレクター、プロジェクト・マネージャー、及び

CASFOS デラドゥン校校長（実施機関の責任者）のイニシアティブとコミットメ

ントが、プロジェクトの円滑な実施に貢献している。 
(b) CASFOS デラドゥン校教官（プロジェクト・スタッフ）は、モチベーション高く、

勤勉である。   
(2) 他の阻害要因：特になし。 
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第４章 評価 5 項目による評価 
 
４－１ 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。 
項目 評価 

4-1-1 必要性  

(1)インドのニー

ズとの整合性 
上位目標はインドのニーズに合致している。 
 インドにおいて、林業は土地利用の 21％を占め、その規模は農業に次ぐ。また、お

よそ 275 百万の農村人口（インド全人口の 27%）が自給自足的生活・現金収入を森

林に依存している。社会経済条件の急速な変化、人口増加、及び気候変動等の新た

な課題の出現に伴い、インドにおける天然資源管理のコンセプトは、より技術的か

つ学際的なものに変わりつつある。インドは、生物多様性という観点において、非

常に豊かな多様性を有する国であり、新たなあるいは将来的な課題に対応するため、

1894 年以降、森林に関する公共政策を常に見直してきた。この意味で、森林行政の

最前線を担う森林官が、革新的アプローチに基づく森林管理手法を含む、林業セク

ターのさまざまな側面に関する最新の技能・技術について、効果的でよく構成され

た研修を受けることは、非常に重要である。  
(2)ターゲット・

グループのニ

ーズとの整合

性 

プロジェクト目標はターゲット・グループ（州上級森林官）のニーズに合致している。 
 州森林行政職は州/連邦直轄領(UT)政府における上級森林行政職であり、また、州/UT

におけるインド国森林行政職ポストの 3 分の 1 は州上級森林官の昇進によって埋め

られている。州上級森林官は、州森林局の管理職であり、現場職員の研修を含む重

要なポジションを任されている。林業セクターにおいては、進行中のパラダイム変

化に伴い、現場職員の再教育及び適切な態度の変化へのニーズが増している。した

がって、州立研修機関のためのTOT を含む適切なプログラムを通した州上級森林官

の能力強化のニーズも増している。州上級森林官の研修強化は、また、最新の情報・

知識の提供を通して、彼らが人々の福祉における天然資源保全の視点を理解するこ

とを可能にするだろう。 
(3)実施機関のニ

ーズとの整合

性 

プロジェクト目標はCASFOS デラドゥン校の組織的ニーズと合致している。 
 上述のように、州森林局の役割は常に変化しており、現場職員は適切な研修プログ

ラムを通して定期的に再教育される必要がある。したがって、州上級森林官の研修

機関である CASFOS や州の現場森林官のための研修機関は、効果的な研修実施のた

めには、国家研修政策（National Training Policy）に基づき、研修体制等の強化をはか

る必要があり、適切なインフラを備える必要がある。本プロジェクトは適切な調査

及び既存の研修コースのレビューを通して研修コースの改善をはかるものであり、

研修体制強化に貢献することが期待される。  
4-1-2 優先度  

(1)インドの開発

計画との関連

性 

上位目標は今でもインドの国家計画と整合性がある。 
 インド国第 12 次 5 カ年計画（2013～2017 年）において、「政府プログラムの実施改

善のために、能力向上とガバナンス改革に重点的に取り込むことが必要である」と

されている。 
(2)日本の ODA
政策との関連

性 

上位目標は日本のODA 政策と整合性がある。  
 日本政府の中期ODA 政策（2005 年）において、環境セクターは国際協力における最

重要セクターの一つとされている。 
 対インド国別援助計画(2006 年)において、貧困・環境問題は、インドに対する ODA

の三大優先課題の一つに挙げられている。 
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4-1-3 手段とし

て 
 

(1)日本の技術的

優位性 
日本には、林野庁及び県の職員を対象とした政府の研修の長い歴史があり、体系的な研修

スキームが確立されている。また、1970 年代以降は、JICA を通して、多様なスタイルの

研修において、外国研修生を受け入れている。さらに、JICA は様々な国の林業セクター

において多くの研修プロジェクトを支援してきており、当該国に最適な研修スキームを開

発している。したがって、林業研修の計画・実施・モニタリングにおいて、日本は技術的

優位性を有しているといえる。 
 
４－２ 有効性 

プロジェクトの有効性は高い。 
項目 評価 

4-2-1 アウトプ

ット・プロジ

ェクト目標

の達成度と

アウトプッ

トの貢献度 

注：プロジェクトは、二つのコンポーネントから構成されている。コンポーネント I は、

CASFOS の在職者研修コースの強化を通して、また、コンポーネント II は、「円借款事業」

の MTT への支援（助言・ロジ支援・モニタリングの提供）を通して、インドにおける政

府の林業研修を強化することを目標としている。 
 
アウトプットはほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達成される見込みである

（詳細は 3-1-2 参照）。プロジェクト目標の達成については、着実な進展がみられる。コン

ポーネント I については、ほぼ達成されており、プロジェクト終了までに達成される見込

みである。また、対応するアウトプット（アウトプット 1～3）は、プロジェクト目標の

達成に直接的に貢献している。コンポーネント II に関しては、MTT の支援が計画通り行

われ、その目標とするところが達成されたと判断できることから、プロジェクト目標は既

に達成されたといえる*。対応するアウトプット（アウトプット 4）はプロジェクト目標の

達成に貢献している。総合すると、プロジェクト目標は、ほぼ達成されており、プロジェ

クト終了までに達成される見込みである。また、すべてのアウトプットはプロジェクト目

標の達成に貢献している。 
 
*コンポーネント II の達成度については、プロジェクト目標の実績（3-1-3）で記したよう

に、コンポーネント II の既存指標が、(i)コンポーネント II の内容を的確に反映しておらず、

(ii)むしろ「円借款事業」の指標であるのがふさわしいと考えられることから、プロジェク

ト目標の達成度の評価に用いることは適切でないと判断し、代りにコンポーネント II の目

指すところ（注参照）の達成状況から達成度を判断した。 
4-2-2 外部条件 これまでのところ、外部条件（「CASFOS デラドゥン校において、州上級森林官対象のTOT

その他の在職者研修コースが中止にならない」）は満たされている。 
4-2-3 
促進・阻害要因 

特になし。 

 
４－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は高い。 
項目 評価 

4-3-1 アウトプ

ットの産出状

況 

アウトプットはほぼ産出されており、プロジェクト終了までに産出される見込みである。  

4-3-2 外部条件  外部条件（「円借款事業」が計画より大きく遅れない」）は、満たされていない。「円借

款事業」の主要活動である MTT は 2012 年 8 月に実施/完了の予定だった。MTT は、

2012 年 8 月、9 月に 2 回に分けて実施され、プロジェクト活動としてCASFOS デラド
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項目 評価 
ゥン校によるロジスティックの支援が行われた。しかし、対象者の研修が最初の 2 回

では完了しなかった。3 回目（最終）の研修は、2014 年 1 月に行われる予定である。

MTT の完了は計画より大幅に遅れることになるが、3 回目の研修はプロジェクトの枠

組み外で行われるため、関連アウトプット（アウトプット 4）産出への実質的な影響は

なかった。 
4-3-3 アウトプ

ットに対する

投入の適正度 

 

(1) インド側  
(a) プロジェク

ト・スタッフ 
 タイミング・期間・人数：CASFOS デラドゥン校の教官全員がプロジェクトに配置さ

れている。ただし、同校の教官定員は 5 名だが、これまで、欠員のある時期があり、

プロジェクト期間を通して十分な人数だったとはいえない。プロジェクト開始 (2009
年 3 月)には教官は 2 名だけであり、2009 年 9 月には 4 名に、2010 年 7 月には 5 名に

増加したが、2013 年 1 月には再び 4 名に減り、4 月には 3 名になった14。さらに、教官

は、プロジェクト専任ではなく、通常業務との兼任である15。このため、通常業務、特

に新人研修コースで忙しく、プロジェクト活動に集中できないことがあった。ただし、

アウトプット産出への影響は、現有教官陣のハード・ワーク、校長とDFE 局長の支援、

及び専門家チームの協力により、最小限に抑えられた。 
 質：適切な専門的知識、経験、及び技術レベルを有する人員（インド国上級森林官）

が配置されている。 
(b)建物・施設  タイミング： 総じて適切である。 

 量＆質：適切である。 
(c)ローカル・コ

スト 
 タイミング＆量：総じて、必要な予算が遅延なく配分・支出された。 

(2) 日本側  
1) 長期専門家  タイミング・期間・人数：長期専門家はほぼ計画通り派遣された。業務調整員の派遣

については、2011 年、手続き上の理由で 2 カ月の空白期間があったが、その間、チー

フ・アドバイザーが調整員の業務を負担したため、アウトプット産出への影響は最小

限に抑えられた。 
 質：計画通り 3 分野の長期専門家が派遣されたが、派遣された専門家はそれぞれの分

野に関連する経験・専門知識・技術を有していた。 
(b)短期専門家  タイミング・量：短期専門家が計画通り派遣された。 

 質：関連する経験・専門知識・技術を有する専門家が派遣された。 
(c)研修員受け入

れ 

 タイミング・期間・人数：研修のタイミング・期間・派遣人数は、日本側・インド側

の協議の上決められた。   
 質：研修の内容も、双方の協議の上、決められた。研修の質は適切だった。 

(d) 機材  タイミング：機材は、機材を必要とする研修コース開始前に納入・設置された。 
 量・品目・スペック・質：機材の品目・スペック・質及び量は日本側・インド側で協

議の上決定された。品目・スペック・質・量は、適切であった。 
 操作・保守管理(O&M)：英語の O&M マニュアルが整備されており、操作に特別な知

識・技能が必要とされる機材（GIS ソフトウェア）については、現地業者による研修

が 2011 年 9 月に行われた。また、全ての機材は現地で調達されているため、部品・消

                                                        
14 CASFOS 教官は、各州に配属されている国家上級森林官が一定期間（原則 5 年）出向して務めている。2013 年に離任した 2 名

は任期満了ではなく、個人的理由による任期途中の離任。 
15 プロジェクト活動のうち、アウトプット 1 のリーディング資料作成、アウトプット 2 の研修コース実施、及びアウトプット 3

の研修時モニタリングは、CASFOS の通常業務である。また、アウトプット 4 のMTT 実施のロジスティック支援についても、

CASFOS にとっては環境森林省から委託された正式業務であり、教官がコース・ディレクターを担当した。 
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項目 評価 
耗品はインド国内で調達可能である。故障時には現地業者による対応が可能である。

 活用：機材は改訂研修コースの実施に必要なものであり、十分に活用されている。 
(e)在外事業強化

費 
 タイミング＆量：必要な額が遅延なく支出された。 

4-3-4 前提条件 プロジェクトの前提条件（「インドの森林政策・法規が大きく変わらない」 及び「円借款

事業が計画より大きく遅れない」）は、プロジェクト開始前に満たされた。  
4-3-5 Other  

促進・阻害要

因 

特になし。 

 
４－４ インパクト 

上位目標はプロジェクト終了から 3 年以内に達成される可能性が高い。その他の正のインパク

トは既に現れており、今後も発現が期待される。負のインパクトは現れていない。 
項目 評価 

4-4-1 上位目標レ

ベルのインパ

クト 

 

(1)上位目標の達

成見込み 
上位目標は、プロジェクト終了から 3 年以内に達成される可能性が高い（詳細は 3-1-4
参照）。 
 コンポーネント I：2014/15 年度以降、CASFOS 全校において、DFE 認定の「モデル・

モジュール」を利用した在職者研修 6 コースが、定期的に行われる見込みである。た

だし、ブルニハット校における TOT のリソース・パーソン（外部講師）が確保され

る必要がある。 
 コンポーネント II：プロジェクト終了から 3 年以内に、「円借款事業」参加 11 州すべ

てにおいて、「マスター・トレーナー」の行う州TOT を受けたトレーナーによる定期

的な現場森林官新人研修が開始される見込みである。なお、プロジェクトの「円借款

事業」への協力は、同事業の実施するMTT に対する助言・ロジ・モニタリングのみ

であり、コンポーネント II におけるプロジェクトの上位目標達成への貢献度は限定

的であることに注意が必要である。 
 
注：上位目標の指標が十分に明確でなかったため、プロジェクト関係者との一連の協議

を通して解釈を確認した（解釈は、3-1-4 の指標の後のカッコ内に下線で示す通り）。協

議の際、能力強化の質を測る指標として、次の指標を PDM に追加することについて合

意した。(i)「すべてのCASFOS において、各在職者研修コース参加者の 80%以上16が、

研修後の知識・スキルの向上度に関する自己評価で 4 段階評価の 3 以上に達したと回答

する」及び(ii)「CASFOS 全校において、各在職者研修コース参加者が、コースについて、

加重平均で 80%より高い評価を与える」。 
(2) 外部条件  PDM の外部条件（「現場森林官に必要な知識と技術（JFM を含む）が大きく変わら

ない」）：満たされる見込みである。 
 その他：「円借款事業」で行われる州TOT が大幅に遅れないことは PDM に特定され

ていない外部条件である。CPMU/環境森林省から共有された最新スケジュールによ

                                                        
16 CASFOS 全校の全コースで一定の質の研修が提供され続けていることを確認する指標でもあるので、「80％以上」は平均値で

はなく、「毎年、各CASFOS における各コースの参加者の 80%以上」を意味する。なお、追加の二指標は、現在、CASFOS デラ

ドゥン校で行われている、森林環境省とプロジェクトの「merged proforma」による研修時モニタリングの項目をベースにしている。

DFE は、2014/15 年度からCASFOS の他校の在職者研修においても、このmerged proforma を使ったモニタリングを採用する予定

であり（4-5-3(2)参照）、データは、通常業務から入手可能になる見込み。 
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項目 評価 
れば、すべての州TOT は、2014 年 9 月に完了予定（既に 2 州で実施済み。2014 年 2
月までにもう 8 州、9 月に残りの 1 州で実施予定）であることから、外部条件は満た

されると見込まれる。 
4-4-2 その他のイ

ンパクト 

(1) 正のインパクト 
 既に現れたインパクト 

 アウトプット 1 の下、研修ニーズ・アセスメントの一部として行われた州森

林局対象の一連のワークショップやインタビュー調査を通して、森林官の研

修の重要性に関する意識が向上した。 
 2011/12 年度以降、CASFOS デラドゥン校において、合計 220 名の州上級森林

官が改訂コースの研修に参加した。2012/13 年度は、各コース参加者の 80%以

上が、研修後の知識・スキルの向上度に関する自己評価で 4 段階評価の 3 以

上に達したと回答している。 
 2012/13 年度以降、DFE 管轄の他の研修機関（CASFOS コインバトール校、

CASFOS ブルニハット校、及びイースタン・フォレスト・レンジャー・カレ

ッジ）において、改訂モジュール及びコース・ガイドを利用した在職者研修

が行われおり、2012/13 年度には、合計 151 名の州上級森林官及び合計 70 名

のフォレスト・レンジャーが、改訂コースを受講した。 
 CASFOS デラドゥン校に供与された GIS ラボ用機材は、在職者研修のみなら

ず、新人研修においても活用されている。 
 予期されるインパクト 

 2014/15 年度から、CASFOS 全校及びEFRC において、標準化され、地域事情

にあわせて調整された在職者研修 6 コースが提供される見込みである。 
(2)負のインパクト 
 負のインパクトは現れておらず、予期もされない。 

 
４－５ 持続性（見込み） 

プロジェクトの自立発展性は確保されると見込まれる。 
注：以下は、コンポーネント Iに係る評価である。コンポーネントⅡは「円借款事業」の一活動であるMTTの部分的支援であ

り、その持続性は、プロジェクトのスコープ外であると思われる。 

項目 評価 
4-5-1 組織・制度

面 
 

(1)政策・法的支援 州上級森林官及び現場森林官の研修に対する政策・法的支援は継続する見込みである。

インド国憲法は森林、野生生物、及び森林に依存する部族共同体を十分に認識している。

林業セクターは、憲法の共同管轄事項リスト（concurrent list）にカバーされており、連

邦・州政府が管轄権を共有している。したがって、社会的・経済的・政治的な開発課題

に対応するために既存人材の育成を確保することは、両政府の役目である。また、これ

に関連し、適切に設計された研修プログラムを通じて異なったレベル・セクターの人材

育成の有効性増加をはかるため、インド政府人事・社会保障省（Ministry of Personnel, 
Public Grievances and Pensions）の人事研修局（Department of Personnel & Training）は、総

合的な研修政策として国家研修政策を策定している。同政策は、研修が達成すべき目標

を定めるだけでなく、各省・各局に対し、職員の能力向上のための具体的な研修プログ

ラム 策定を求めている。   
(2)人員の配置 現行の体制では、プロジェクト・スタッフであるCASFOS デラドゥン校教官は出向中の

インド国家上級森林官であり、同校における勤務は永続的ではない。同校の教官定員は

5 名だが、プロジェクト期間を通して教官の数は変動した。プロジェクト開始（2009 年

3 月）から 2010 年 7 月の間、また 2013 年 1 月から現在まで、欠員があり、現教官に負
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項目 評価 
荷がかかっていた。そうでなくても、同校においては新人研修が「メイン」だという認

識があり、在職者研修は「追加的（add-on）」だとみなされる傾向にある。改訂在職者研

修コースが、新人研修コースと両立するかたちで、円滑に実施されていくためには、

CASFOS デラドゥン校の教官数の変動・欠員が懸念材料である。 
 
注：CASFOS において、新人研修コースは創設時から行われており、教官数は新人研修

コースを念頭に定められている。後に在職者研修コースが追加されたときに、教官は増

加されていない。 
 

(3)組織戦略 プロジェクトは、ポスト・プロジェクト戦略を策定するため、2013 年 12 月 19 日にワー

クショップを開催する予定である（「最終ワークショップ」となる見込み）。ワークショ

ップには、森林環境省、DFE、CASFOS 全校、EFRC、州森林局/SFTI の代表、プロジェ

クトに関わったリソース・パーソン（外部人材）が参加し、上位目標達成のために森林

環境省がとるべき手段が特定される見込みである。ワークショップの結果は、2014 年 1
月に開かれる予定の最終 JCC において発表されることになっている。 

(4)運営・管理能力 CASFOS デラドゥン校は、これまでプロジェクト活動を問題なく運営管理してきてお

り、プロジェクト終了後も関連活動を独力で運営管理できると見込まれる。 
(5) 関連機関との

連携 
本プロジェクトの活動は、州森林局等の現地関連機関の協力を得て行われてきた。プロ

ジェクトを通して強化された協力関係は、プロジェクト終了後も継続すると見込まれ

る。 
4-5-2 財政面 これまで、インド政府はプロジェクト活動の実施に必要な予算を措置してきており、プ

ロジェクト終了後も関連活動の継続に必要な予算が確保されると見込まれる。 
4-5-3 技術面  
(1) 技術能力 CASFOS デラドゥン校の教官は、通常業務の一部として在職者研修コースを行ってお

り、研修活動の計画・実施・モニタリングに必要な技術能力を十分に有している。 
(2) 移転技術・プ

ロジェクト成果

品の活用・普及 

全体：在職者研修 6 コースの改訂モジュールと研修生用コース・ガイド、研修時モニタ

リングの「merged proforma」等の成果品は、研修ニーズ評価やCASFOS 内及び関連機関

とのワークショップ・協議を経て作成されており、現地のニーズやレベルに適合してい

ると考えられる。成果品は、既に CASFOS の他校や EFRC に普及・活用されており、

CASFOS 及び DFE の成果品への評価、及び州上級森林官の在職者研修に対する彼らの

コミットメントを考慮すると、成果品は、プロジェクト終了後も引き続き活用・普及さ

れると見込まれる。成果品の最大限の活用という観点からみると、在職者研修に参加す

るよう指名された森林官の研修参加率が低いこと（研修生定員充足率の低さ）が懸念材

料である。各コースの収容定員は 30 名だが、適切な人数の研修生を確保するために、

45 名の指名が行われている。ところが、たとえば、2012/13 年度のCASFOS 全校の研修

参加率はおよそ 3 分の 1（1 コースあたり約 15 名）であり、収容定員の半分でしかなか

った。DFE は、2013/14 年度の研修に関し、適切な指名を促進するために、研修開催の 1
年近く前に、年間研修カレンダーとともに各コースのコース・ガイドを州森林局に配布

した。DFE は、州において体系的な指名メカニズムがないことも問題だと感じているが、

これは同局には解決できない課題である。 
 
主要成果品に係る特記事項は以下の通りである。 
 在職者研修コースの改訂モジュール：DFE の指示により、2012/13 年度から、改訂モ

ジュールは、既に、CASFOS の他校（コインバトール校とブルニハット校）及びEFRC
にて利用されている。改訂モジュールは、2013 年 10 月に開催されるワークショップ

にて、各校の地域事情に応じた調整が行われる予定であり、各校にとってより使いや

すいものになる見込みである。さらに、プロジェクト終了までに、DFE の公式レタ

ーによって「モデル・モジュール」に認定される見込みである。公式レターを通して、

CASFOS 全校は、2014/15 年度から、認定されたモジュールを用いた在職者研修 6 コ
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項目 評価 
ースを実施することが求められる。これまで、ブルニハット校では、現地における外

部講師の確保が困難であることからTOTが行われたことがないが、DFEでは、2014/15
年度の研修に間に合うよう、ブルニハット校の人材確保を支援することにしている。

 研修生用コース・ガイド：DFE を通して、2012/13 年度から、コース・ガイドは、年

間研修カレンダーとともに、CASFOS の他校（コインバトール校とブルニハット校）、

EFRC、及び州森林局等に、配布されている。DFE は、上記公式レターに、コース・

ガイドのソフト・コピーとハード・コピーを添付し、これらをモデルとして利用する

よう指示する予定である。2014/15 年度以降は、印刷費は各校の負担し、コース・ガ

イドの更なる改訂は各校の責任で行うことになる。コース・ガイドの最終版は、プロ

ジェクト終了までに、DFE のウェブ・サイトにて公開される予定である。 
 研修時モニタリング：2012/13 年度以降、既存の環境森林省の様式及び改訂コース用

にデザインされた様式を組み合わせたmerged proforma に基づくモニタリングが実施

されている。このmerged proforma 及び研修コースの報告書様式も、プロジェクト後

の活用が見込まれる。DFE は、2013 年 10 月に行われるワークショップにおいて、①

各校代表にmerged proforma 及び報告書様式を配布し、その場でコメントを求めると

ともに、②各校に持ち帰って教官陣と検討した上で、同年 12 月の最終ワークショッ

プにおいて公式コメントを提出するよう求める予定である。コメントを反映したモニ

タリング様式及び報告書様式の最終版は、同局の公式レターによって、CASFOS と

EFRC のモデルとして認定されることになる17。公式レターは、プロジェクト終了ま

でに出される見込みである。 
 事後モニタリング：事後モニタリングの制度化は検討中であり、2013 年 10 月に開催

予定のワークショップにおいて、最終的な議論が行われる予定である。なお、DFE
長及びCASFOS デラドゥン校校長は、事後モニタリングについては、3～5 年に 1 回

の頻度で、州森林局を関与させる形で試みればよいと考えている。当面は、改訂コー

スのさらなる改善には、研修時モニタリングの結果を有効に用いれば十分であるとの

意見であった18。 
 
 
 

                                                        
17 DFE によれば、時期的に、モニタリング様式に係る公式レターは、改訂モジュールを「モデル」として認定する公式レターと

は、別途出される。 
18 DFE 局長及びデラドゥン校校長は、ともにプロジェクトで採用した方式を用いた事後モニタリングの継続については否定的で

あった。３－２－１(3)で記したように、プロジェクトで行った事後モニタリングは時間と手間がかかる上、その結果が、通常

業務として行ってきた研修時モニタリングで得られるものと大きく違わなかったためである。 
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第５章 結論、提言 
５－１ 結論 

本プロジェクトは概ね計画とおり進捗し、プロジェクト目標は終了時までに達成される見込み

である。5 項目評価に照らし、本事業の妥当性は維持しており、事業目標達成に向け効果的、そ

して事業アウトプットを生み出すために効率的であるといえる。また、本事業終了後 3 年以内に

上位目標が達成される見込みであり、正のインパクトが複数確認されており、今後も予期される。

組織運営、予算面及び技術面においても、持続性は確実であると見られ、当初予定通り、2014 年

3 月に終了する。 
 
５－２ 提言 

５－２－１ インド側におけるモニタリング強化を目的とした、上位目標及びプロジェクト目

標に係る指標及びその入手手段に特化した PDM の修正 
 インド側での各レベルにて本プロジェクトの達成状況のモニタリングを行うために、PDM 
ver.3 に記載されている上位目標及びプロジェクト目標に係る指標及びその入手手段を明確に

することを推奨する。また、修正された PDM 案は JICA とMOEF で合意する。 
 
５－２－２ プロジェクト終了後の戦略策定（財政面及び組織面）及び活用 

  2013 年 12 月に実施されるワークショップにて、事業終了後の戦略が策定されることとなっ

ている。MOEFは 6つの在職者研修を持続的に実施することを目的とした戦略を確実にすべく、

財政面及び組織面での適切なアレンジを行うことを提言する。インドにおける州森林官研修戦

略/プログラムにかかる中長期戦略への拡大にあたり、関係部局は本提言を検討する。 
 
５－２－３ インド側でのモニタリングを確実とするため、本プロジェクトで改訂した 6 つの

業務研修にかかる研修実施記録の保管 
  インド側において本プロジェクトの上位目標達成度をモニタリングし、終了時評価を円滑に

行うために、修正したPDM 案での入手手段への記載のとおり、研修実施記録を年度毎、CASFOS
全校及びDFE にて保管する必要がある。 

 
５－２－４ CASFOS ブルニハット校にてTOT を実施するための外部講師確保 
 外部講師が確保できないことを理由に、CASFOS ブルニハット校ではTOT が実施するのが

困難な状況が続いており、謝金が少ないことが一因とみられる。外部講師にとって適切な額ま

で謝金の額を上げることが推奨される。また、人的資源省が各州の行政研修機関にてTOT を定

期的に実施していることから、州森林局が関連する州森林官の研修に同プログラムを活用する

ことも一案として提言する。 
 
５－２－５ CASFOS 外で実施されるTOT について 
「円借款事業」参加 11 州では教官人材育成のメカニズムを構築中であり、CASFOS で実施

しているTOT と参加 11 州では重複する可能性がある。ついては、CASFOS で実施するTOT
をインド国内で効果的に活用するため、研修生の配属州に係る配慮を検討することを提言する。  
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５－２－６ CASFOS 教官陣の定員充足 
  初任者研修及び在職者研修の適切な実施及び教官陣間の適切な業務負荷配慮より、インド森

林行政職からの適任者によって、CASFOS デラドゥン校における欠員 2 名（定員 5 名）を埋め

る必要がある。インディラ・ガンディ国家森林アカデミー（IGNFA）同様、MOEF はCASFOS
校での教官陣に対してインセンティブを付与していることは注目すべきである。しかし、教官

の欠員をいち早く埋めるためには、MOEF は、募集連絡や選定プロセスの頻度を増やし、SFS
まで候補対象者を広げることが推奨される。 

 
５－２－７ 教官陣の業務負荷軽減のための契約ベース専門人員雇用検討 
 在職者研修がCASFOS 全校に導入され、追加的負荷が教官陣にかかっているが、新規ポスト

をつくることは現実的ではないことから、教官陣の定員を増やすことは困難である。よって、

契約ベースの専門人員を雇用し、教官陣への補佐を行うことを提言する。 
 

契約ベース専門人員は次の 2 通りである。 
1) 在職者研修補助人員 
在職者研修のため、本プロジェクトでコース・ガイドを準備したが、フィールドからのケ

ーススタディ等の研修教材の開発が重要となる。森林セクターに専門的知見のある短期人員

を雇用し、成功事例、ケーススタディ及びモデル例を書類化する。 
 

2)  技術補佐 
 当該技術補佐は教官陣が研修プログラムを実施するに当たり、総合的に補佐を行うもの

である。必要であれば、ケーススタディの開発、現場森林官とのやり取り及び書類化するた

めのフィールドトリップをする。 
 
５－２－８ プロジェクト成果を広める観点より、研修生定員充足率（現在約 33%）向上のた

めの対策 
プロジェクトの成果を最大限活用する観点において、研修受講予定生の低い参加率は懸念点

である。MOEF は州森林局に対し、DFE 及びCASFOS と相談した上で、無作為で選定してい

る状況から、体系立った選定メカニズムの構築について指示することが望まれる。また、

COASFOS における研修施設を研修生に相応しいものに改善することが推奨される。研修生の

出席率向上に大きく貢献している、IGNFA におけるインド国家上級森林官向けの中間キャリア

研修プログラムのように、CASFOS における SFS 向け研修に対する動機及びインセンティブを

生むメカニズムの設定が、一定程度の参加率の向上の一助となるはずである。 
 
５－３ 教訓 

コンポーネント I：CASFOS の在職者研修強化については、CASFOS の実態とそぐわない点が

あり、コンポーネント II：円借款との関連部分の整理が必ずしも明確ではなかった。また、当初

マスター・プラン及び付属の PDM (ver.1)の記載にも、不備、もしくは不十分部分があった。この

ことから、事前調査の段階において事業設計に十分正確性を期すこと、またやむを得ない場合に

は軌道修正を早期に行うことが肝要である。 
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第６章 総括報告 
 
本案件は、総体的に計画とおりに進められており、合同評価報告書に述べたとおり、プロジェ

クト目標が達成されることが期待され、5 項目評価の観点からも肯定的な評価となった。 
終了時評価の段階で問題となったのは、プロジェクト・デザインについてであった。そもそも

本案件は、円借款附帯プロジェクトの最初の 3 案件のひとつとして、制度設計が十分でないまま

にスタートした案件であり、現在コンポーネント I とされるCASFOS の在職者研修強化について

は、CASFOS の実態とそぐわない点があり、コンポーネント II とされている円借款との関連部分

の整理が必ずしも明確ではなかった。また、当初マスター・プラン及び付属の PDM (ver. 1) の記

載にも、不備、もしくは不十分なところがあったことは否めない。 
 2010 年に実施されたプロジェクトの運営指導調査においては、これらの不備について問題にさ

れることはなかった。また、2011 年 10 月の中間レビューの際には、明らかに不備な点について

は修正をし、いわゆるコンポーネント II の活動内容を整理したものの、プロジェクト目標、上位

目標に関しては、これを客観的に表す指標を詰めることができなかった。2012 年 10 月～11 月に

研修モニタリング分野の短期専門家の派遣が予定されていたこと、同年11月にDFE及びCASFOS
校長が交代する予定であったこともあり、このときは、暫定的な指標を示し、新たなインド側関

係者とともに、短期専門家の協力を受けながら、次回の JCC までにそれをレビューし、JCC によ

る承認を通して最終化することをプロジェクトに委ねる形とした。 
しかしながら結果的にはその暫定的な指標が、プロジェクト目標のコンポーネント II について

は終了時評価の時点まで残ることとなった。また、残りの指標については修正されたが、第三者

にとっては十分に明確ではなく、評価を通して解釈を確認することが必要であった。中間レビュ

ーの現地調査期間中に有効な指標を提示することができず、また、特にコンポーネント II の指標

欄を空欄とせずに暫定的な指標を残した PDM (ver.2) を提案したことは、中間レビューに参加し

た者として反省すべき点であると考えている。 
また、中間レビュー後の最初の JCC の段階で、上記のような PDM が承認された時点で、追加

的な運営指導を行わず、その指標の適切性の判断が終了時評価の段階になってしまったことは、

プロジェクトの運営をモニターする者に責任の一端がなかったとは言えない。 
ともあれ、今回の評価においては、関係者と確認した指標の解釈をベースに、評価を行った。

また、PDM の修正は、終了時評価の段階でも、PDM の上位目標の修正に問題があると判断され

る場合は、上位目標達成に向けての活動を円滑にするため、また事後評価を適切に実施するため、

終了時評価の際に指標の修正を行うことは、ガイドラインにも認められている。今回、関係者と

確認した指標をもとに、上位目標については指標を修正し、プロ目の指標については、指標はそ

のままとし、その解釈を追記した PDM 修正案を提案することになった（正確には「修正を合同

評価調査団が提言し、事務所及び環境森林省の間でそれを了承するミニッツを交わす」）。なお、

修正の仕方には、①修正後の形のみを修正 PDM として残す仕方、②PDM の本表は修正せずに、

ミニッツ等で修正、解釈を説明する仕方、③PDM 本表の修正部分は見え消しとし、解釈部分は括

弧書きとする仕方、等が考えられるが、今回は、インド側は①を要望し、プロジェクト専門家は

②を要望し、結果的に③の形とした。 
先に述べたように、本プロジェクトの成立経緯が特殊であり、またインドにおける森林分野の

技術協力プロジェクトとしても初めてのプロジェクトであった。当初、プロジェクトの目的やそ
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の意味、スコープが必ずしも明確ではない中、インド人カウンターパート側、日本人専門家側双

方に手探り状態があったものと思われる。そうした事情が次第に克服され、終了時評価の段階に

至り「プロジェクト目標が達成される見込みが高い」という評価を得たことは、日イ双方のプロ

ジェクト関係者の能力及び資質、そして努力の故であると思料する。 
中間レビュー、終了時評価に参加し、円滑なプロジェクト運営に対して「人間関係」という要

素が大きく影響するものであることを今更ながら感じた。プロジェクトの円滑な運営にとって有

効な人間関係というものは努力や技術によって形成することのできるような単純なものではなく、

また、それぞれの個人の人間性の良し悪しとは関係なく「関係性の良し悪し」によるものである。

このため、プロジェクト関係者間の人間関係は、プロジェクト内部のことでありながら、コント

ロールできる範囲外の条件であるという意味で、外部条件というべきであるかも知れない。 
以 上 
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